




【発生年月日】
令和４年８月１３日（土） ２：１５頃 他
【場所（県名）】
秋田県
【事業者区分】
金属鉱山（銅 ）
【災害の種類】
自然災害（雷害、水害）
【災害の概要】
①坑廃水処理所の停止及び沈澱池からの中和殿物流出による排水基準超過
８月１３日（土）２時１５分 落雷の影響により坑廃水処理所が停止し、運転を再開したが、８月２３日
（火）、沈澱池から中和澱物が流出し、排水基準を超過する排出水が河川に流出した。
原因は、８月９日から１３日朝まで断続的に発生した豪雨（以下「豪雨」という。）により多量の処理水が
発生するとともに、落雷の影響により通常プロセスの中和処理が困難となり中和殿物が多量に生じたこ
とによるもの。なお、河川下流で被害は発生していない。

②集水ピットからの未処理廃水の溢流による排水基準超過
８月１３日（土）２時４５分、集積場等から集水ピットに導水されていた廃水が、集水ピットの貯水容量を
超え溢流し、排水基準を超過する未処理水が河川に流出した。
原因は、豪雨により、各集積場の廃水が多量に生じたことによるもの。なお、河川下流で被害は発生し
ていない。

③集積場かん止堤一部崩落及び排水基準超過
８月１３日（土）８時２５分、集積場のかん止堤右岸地山部が崩落し、かん止堤の築堤材（水砕カラミ）の
一部崩落及び流出並びに廃水送水管（埋設）の破断を発見した。８月１９日、流出した水砕カラミが排水
路に流入しているのを発見し、排水路下流側で８月１８日採水した水質分析の結果、排水基準を超過す
る排出水が河川に流入したことが判明した。
原因は、豪雨により地盤が飽和状態となり、崩落し、下流への流出時に周辺部の堆積土砂を巻き込み
水路に流入したことにより水質が悪化し、基準を超過したものと推定。なお、河川下流で被害は発生して
いない。


